
飯塚市告示第303号 

 

飯塚市移住・就業事業における移住支援金交付要綱(令和3年飯塚市告示第297号)

の一部を改正する告示を次のように定める。 

令和7年9月30日 

飯塚市長  武 井 政 一   

 



飯塚市職員の勤務時間、休暇等に関する規則及び飯塚市職員の育児休業等に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

(飯塚市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正) 

第1条 飯塚市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年飯塚市規則第31号)の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

(介護休暇) 

第19条 (略) 

第19条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。 

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ4時間(当該介護休暇

と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間

がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受け

て勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とす

る。 

(介護時間) 

第19条の3 (略) 

2 育児休業法第19条第1項の規定による同条第2項第1号に掲げる

範囲内で請求する部分休業の承認を受けて勤務しない時間があ

る日の介護時間については、1日につき2時間から当該部分休業

の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内

の時間とする。 

 

 

(介護休暇) 

第19条 (略) 

第19条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。 

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連

続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介

護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある

日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務

しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。 

(介護時間) 

第19条の3 (略) 

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時

刻まで連続した2時間(労働基準法第67条の規定による育児時間

の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間

から当該育児時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時

間)を超えない範囲内の時間とする。 

 

 



(飯塚市職員の育児休業等に関する条例施行規則の一部改正) 

第2条 飯塚市職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成18年飯塚市規則第32号)の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

(育児短時間勤務にかかる辞令の交付) 

第13条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を

交付しなければならない。ただし、第1号及び第3号に掲げる場合

において、失効し、又は取り消される育児短時間勤務の1週間当

たりの勤務時間及び承認に係る期間の末日(当該育児短時間勤

務が延長されている場合にあっては、延長された期間の末日)

が、引き続いて承認される育児短時間勤務の1週間当たりの勤務

時間及び期間の末日と同一である場合にあっては、辞令に代わ

る文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えるこ

とができる。 

(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合 

(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合 

(3) 育児短時間勤務の期間が終了し、育児短時間勤務に承認が

効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合 

(4) 法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該

短時間勤務が終了した場合 

(部分休業の承認の請求、第2項申出及び第3項変更の手続) 

第14条 部分休業の承認の請求、法第19条第2項の規定による申出

(育児短時間勤務にかかる辞令の交付) 

第13条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を

交付しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合 

(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合 

(3) 育児短時間勤務の期間が終了し、育児短時間勤務に承認が

効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合 

(4) 法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該

短時間勤務が終了した場合 

(部分休業の承認の請求手続) 

第14条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第5



(以下「第2項申出」という。)及び同条第3項の規定による変更(以

下「第3項変更」という。)は、部分休業簿(様式第5号)により行

うものとする。 

2 (略) 

3 任命権者は、第2項申出時に予測することができなかった事実

が生じたことにより第3項変更をしなければ条例第20条の5に規

定する子の養育に著しい支障が生じるか否かを判断するため必

要があると認められるときは、第3項変更をしようとする職員に

対して証明書類の提出を求めることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

号)により行うものとする。 

 

 

2 (略) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第1号(第2条、第3条関係) 

 

 

様式第1号(第2条、第3条関係) 

 

 



 

 

 

 

 

 



様式第5号(第14条関係) 

 

様式第5号(第14条関係) 

 

  



附 則 

この規則は、令和7年10月1日から施行する。 


